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12 月 2 日にホテルプラザ勝川にて当社の忘年会＆新社屋記念パーティが行われ、その中で今年の新入社員に 

よる自己紹介・自己 PR をさせて頂きました。 

その時の感想を新入社員 5 名に聞いてみました。 

①春田桜来：たくさんの人の前で自分のことを話す機会はなかなか無いので、と 

ても緊張しました。この時間を迎えるまでずっとドキドキしていま 

した。しかし、皆様の温かい雰囲気のおかげで落ち着いて話すこと 

ができたと思います。良い経験になりました。ありがとうございま 

した。 

今後とも一生懸命頑張っていきますので、宜しくお願い致します。 

②後藤綾佳：お客様とお話するのはほとんど初めてでしたが、今回色々とお話が 

できて嬉しかったです。人前でステージに立つのは学生以来で自己 

紹介はとても緊張しましたが、良い経験になりました。皆様温かい 

拍手を送ってくださり、ありがとうございました。 

少しでも名前と顔を覚えて頂けたら嬉しいです。今後とも宜しくお 

願い致します。                         ＜次のページへ続く＞ 

本店 

便り 

12 月 2 日忘年会＆新社屋記念パーティの感想 文責：亀田 

例年のごとく、三上税理士法人令和元年の事件簿。ベスト５の発表です!! 

【★第５位★ インター店のモンスター討伐！】 

インター店は、かなり田舎です。裏は竹林です。つまり、デカい〇〇ブリが結構でま 

す。デカいクモや、ムカデも出ます。そんなことで害虫駆除をしました！これで一安心。 

【★第４位★ １５周年、竣工記念、忘年会の開催！】 

多くのお客様、関係者の皆さまにお越し頂き、ありがとうございました。 

【★第３位★ 春日井商工会議所の議員になりました！】 

青年部活動をど真ん中でやってきた自分にとって、議員になることは、一つの目標でした。次は、常議員、声

がかかるような立派な会社、人材になれるよう頑張ります。 

【★第２位★ 社員が激増！】 

職業訓練生と縁があったり、商業高校の新卒だったりと様々な方向から採用 

を加速しました。 

左から 村上、松永、定（さだ）、後藤、話しているのが春田です！！ 

【★第１位★ 新社屋完成！】 

この原稿を書いている時点（2019/12/11）では、引き渡しが済んでいません 

が、もうほぼ出来上がりました。 

借金まみれですけど、その分、頑張ります！

代表 

便り 

三上税理士法人令和元年の事件簿 
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③定 智大：小さい頃から人前に立って発表することは苦手なので、すごく緊張 

しました。でも、内容も考えていた通りに話せましたし、特技の 

柔道の受け身もブランクがあったわりには上手くできたと思います。 

今年の新入社員唯一の男として体を張ったパフォーマンスができて 

良かったです。 

ただ、受け身の手をつくタイミングが早かったのでとても手が痛かったです。 

④松永恵美：大勢の人の前でお話しする機会は社会に出てからは無かったため、緊張しました。自己紹介の 

時のような大きな声で、お客様が来店されたら「いらっしゃいませ。」と明るくお迎えできるよ 

うにしていきます。まだまだ未熟者ですが、業務を覚え、後々はお客様に還元できるよう仕事 

にも取り組みたいです。お客様とお話できるより良い機会となり、嬉しかったです。今後とも 

よろしくお願い致します。 

⑤村上由佳：あんなに大勢の方の前で話す機会は滅多にないので、心臓バクバク、頭真っ白！とても緊張し 

ました。でも入社した頃の気持ちや春から取り組んできた仕事への姿勢を振り返る機会にもな 

り、いい経験だったかと思います。初心を忘れず、気持ちを新たにこれからも日々の仕事に邁 

進していきます。聴いて下さった皆様ありがとうございました。 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

秋から冬にかけてインター店周辺は落ち葉でいっぱいです。 

朝の掃き掃除は寒くておっくうですが、先日、事務所前を歩く 

ご婦人から先に挨拶をしていただき心がほっこりしました。 

インター店が開店して早２年４か月…地域に根差した税理士事務所を目指してまいりましたが、ここ大泉寺町

でも地域へ浸透しつつあるのかなと感じています。今後ともより一層三上税理士法人 ONE TEAM で頑張って

まいりますのでよろしくお願いいたします。私もやる気！元気！大脇！で今年も邁進してまいりまチュウ🐭 

 

さて、今シーズンも欠かさず観ていた「ドクターX」が終わり大門ロス 

中ですが（笑）…事務所にはロス中がもう一人。「私、失敗しないので」を 

乱用(笑)していましたが、インター店建物周辺の雑草対策に砂利を敷こう 

としたところ…「足らないじゃん💦」。購入した砂利が全く足らず。あれ？ 

代表、失敗しないんじゃありませんでしたか？「いや～一年計画で敷いて 

くよ～」と言う代表の額には汗が光っていました☆彡 

 

今回は一部のみ敷いた砂利ですが、敷くのに足りないなと開封もせずに倉庫に入れっぱなしになった場合は

どうなるでしょう？ 

①使いきれなかった消耗品などが経常的に消費する量を超えて残ったとき、②未使用であると判断された固

定資産を除却するときは、「貯蔵品」として仕訳します。①の使いきれなかった消耗品とは、切手や収入印紙と

いった金銭価値のあるものからコピー用紙や封筒等の消耗品、さらにはパンフレットといった販売促進資材等

も当てはまります。 

ただこの「貯蔵品」、使用しきれなかったすべての消耗品等を貯蔵品とすることは、事務手続きの煩雑さを考

慮すると非現実的ではあります。期末には残った未使用品（費用）をお聞きして貯蔵品（資産）へ振り替えるこ

とも状況に応じて行います。詳しくは担当者まで…。 

 
私、失敗しないので 文責：大脇 

インター 
店 

便り 

【カメラ目線はいりませんよ！代表】 
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「平成 30 年度税制改正大綱」により令和 2 年 1 月から所得税の改正が行われます。 

平成 31 年(令和元年)分の申告と令和 2 年分の申告では、所得控除金額や要件がいく 

つか変更されます。下記に一部抜粋します。事前に知っておくことで、申告に備えま 

しょう。 

 

【令和 2 年分からの所得税の大きな変更点】 

①青色申告特別控除額の引き下げ 

個人事業主で、青色申告をしている方が受けられる所得控除にも変更点があります。 

【変更点】令和 1 年分まで：65 万円⇒令和 2 年分以降：55 万円 

※e-tax による電子申告又は電子帳簿保存を行うと、引き続き 65 万円の所得控除が受けられます。 

 

②基礎控除額の引き上げ 

基礎控除とは、納税者が誰でも受けられる所得控除です。これまでは適用要件がありませんでしたが、適 

用要件が設定され、控除額が引き上げられました。これに伴い住民税の基礎控除額も、「33 万円」から最大 

「43 万円」に引き上げられます。 

 

●基礎控除額の適用要件による控除額一覧 

合計所得金額 
基礎控除額 

令和元年度分 令和 2 年度分以降 

2,400 万円以下 

38 万円（33 万円） 

48 万円（43 万円） 

2,400 万円超 2,450 万円以下 32 万円（29 万円） 

2,450 万円超 2,500 万円以下 16 万円（15 万円） 

2,500 万円超 0 円 

☆（ ）は住民税での計算に使う基礎控除額 

 

③配偶者・扶養親族等の合計所得金額等の見直し 

令和 2 年以降は、同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件が 48 万円以下に変更となります。その 

方々が給与収入のみであれば、「年収 103 万円以下」という面は変わりません。 

勤労学生の合計所得金額要件も合計所得金額が 75 万円以下に変更になります。給与収入要件の「年収 130 

万円以下」についてはそのままとなります。 

 

●扶養親族等の区分による改正前と改正後の合計所得金額要件 

扶養親族等の区分 
合計所得金額要件 

改正前 改正後 

同一生計配偶者 38 万円以下 48 万円以下 

源泉控除対象配偶者 85 万円以下 95 万円以下 

配偶者特別控除の対象となる配偶者 38 万円超 123 万円以下 48 万円超 133 万円以下 

勤労学生 65 万円以下 75 万円以下 

 

④給与所得控除の引き下げ 

給与所得控除は被雇用者に適用されるものです。所得税の計算時に収入金額（年収）から差し引かれます。 

令和 2 年以降は控除額の上限が 25 万円引き下げられ、年収 850 万円以下の方は控除額が一律で 10 万円引 

き下げとなりました。 

                                 <次のページへ続く> 

経営 

情報 

税制改正による所得税の変更点 文責：松永 
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三上税理士法人 

■本店       

〒486-0914 愛知県春日井市若草通 4-92  

TEL:0568-44-2022 / FAX:0568-44-2039  (2020/1～) 

■春日井インター店    

〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町 108 番地 9 

TEL:0568-82-7770 / FAX:0568-82-7771 

◆共通メールアドレス  mikami@taxer.info 

無料経営相談実施中！！！ 

弊社では、代表三上努による経営相談を実施しております。 

 
1 月開催スケジュール(要予約) 

1 月 日(金)  午後 1 時より 5 時まで   

1 月 日(火)  午前 10 時より 12 時まで および  

午後 6 時より 8 時まで 
 

ご予約電話番号 0120-974-830 

・11 月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉、 

5 月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)、 

固定資産税の償却資産に関する申告                      申告期限…1 月 31 日(金) 

・源泉所得税（7 月～12 月分）納期限の特例を受けている者の納付        納付期限…1 月 20 日(月) 

・源泉徴収票の交付、支払調書・給与支払報告書の提出               期限…1 月 31 日(金) 

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第 4 期分)  納付期限…1 月中において各自治体の条例で定める日 

1 月の税務 

金城ふ頭から名古屋駅近くのささしまライブをつなぐ海上バスに乗ってきました。 

都心から港へぬけるというなかなか驚きの水上交通なのですが、乗り心地も悪くありませんでした。波も穏

やかで、気づけば目的地、といった感じで優雅に乗ることができます。 

金城ふ頭からささしまライブまでの間は約 1 時間半の所要時間がかかる 

らしいのですが（自分が乗ったのは途中からだったので 30 分ほどでした）、 

特に中川運河の沿岸の風景やたくさんの橋の風景を見ることができます。 

見どころの一つは中川口通船門です。水位差のある中川運河と名古屋港を船で運航できるように設備された

水門です。門の中にいると前後の扉が閉じ、次に前方の扉が開きます。すると前方の扉で塞き止めていた水が

入り自然と水位が上がることで船全体を水で浮き上がらせる仕組みです。さっきまで壁だと思っていた面がみ

るみると上昇し、エレベーターに乗っているような感覚になりました。今となっては人の運航などで利用する

ことは少なくなっていますが、昔は（昭和初頭頃）10 時間以上待たされることもあったとのことです。 

注意すべき点として、丁度いい時間に出航する帰りの船があるとは限らないことです。出航本数はあまり多

くないので、あらかじめ公式サイトなどを確認しておくことをおすすめします。 

行楽 

日記 

水上バス 文責：加藤（康） 

⑤所得税額調整控除の創設 

年収 850 万円を超えると所得税が増税されることを受け、介護・子育て世代の負担増を避けるため創設さ

れました。年収が 850 万円を超える、且つ、㋐本人が特別障害者である、㋑23 歳未満の扶養親族がいる、

㋒特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる、の 3 つのいずれかに該当すると、この控除を受

けられます。 

控除額＝｛給与等の収入金額（年収）－850 万円｝×10％ 

1,000 万円を超える場合は一律で 210 万円が控除額となります。年末調整時に「所得税調整控除申告書」 

の提出が必要となります。 
 

<参考資料> 

・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdf 

・『週刊税務通信 令和元年 11 月 11 日号』 


